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地域未来投資促進法に関連する支援措置

5251

人材確保支援

　宮城県では、県内へ立地した企業に持続的な成長をしていただくため、立地企業と高校・大学・関係機関等へ合同で訪問を行
い、立地企業が業務内容や就労環境などを紹介する機会を設け、新卒者採用・中途者採用につなげていくことにより、立地企業
の雇用確保を支援するための取組を行っています。

進出先において

採用実績がない、
知名度が低い

これまでの採用が

指定校中心で、
他校との付き合いが無い

「どんな会社なのか」、
「何を作っているのか」、
学校や関係機関に企業を
よく知ってもらうことが

重要になります。

新卒者雇用確保のための
「企業と合同の学校訪問」

中途者雇用確保のための
「企業と合同の関係機関訪問」

宮城県は、立地企業と
学校・関係機関との関係づくりを

お手伝いします！

○活動実績（学校には企業と県が合同で訪問）

例
援
支
の
へ
業
企
設
新
転
移 ○沿岸地域に立地している

食品メーカー

○震災により被災し、仮設工
場で生産再開し、新工場建
設に伴い、移転

○新工場稼働に向けて、従業
員の増員に伴う募集

○採用計画　高卒 ４名
○採用状況　高卒 ４名

計画どおりの採用人数を確保。
県外の別工場で研修し、新工場
稼働後に県内で就業

計画以上の採用人数を確保

高校への合同訪問
○立地自治体周辺の高校へ合同

訪問し、担当教員へ案内

例
援
支
の
へ
業
企
設
増
場
工 ○県内に立地している自動

車部品メーカー

○増産のため工場を増設

○指定校から例年１０名程度
を採用しているが、増設に
伴い、指定校を中心に増員
募集

○採用計画　高卒 ３５名
○採用状況　高卒 ３９名

今回を契機に、高校生の工場見
学会の開催等、新たな取組みに
もつながった

指定校以外も含め、計画以上の
採用人数を確保

○採用計画　高卒 8名
○採用状況　高卒 13名

○採用計画　中途 12名
○採用状況　中途 13名

新工場での中軸社員となるべ
く、本社工場で研修し、新工場稼
働後に県内で就業

高校への合同訪問
○指定校以外の増員募集に合わ

せ、高校へ合同訪問し、担当教
員へ案内

例
援
支
の
へ
業
企
地
立
規
新

○県外に本社のある、金属加
工メーカー

○県内に新規立地（県外初進
出）

○新工場稼働に向け、従業員
募集

高校への合同訪問
○高校へ合同訪問し、担当教員へ

案内
○県の高校生向け広報誌への掲

載を通じて周知

関係機関への合同訪問など
○雇用支援関係機関へ合同訪問

し、担当者へ案内
○合同企業説明会やオンライン

説明会への参加案内

※企業の求める人材（高卒・大卒・中途採用）や立地されている地域に応じて、希望される訪問先を宮城県が調整させていただきます。

増　設
企　業

新規立地
企　業

　宮城県内に新たに投資をしていただく企業の皆様に対して、雇用確保に向けた支援をさせていただ
きます。

学校等への合同訪問による雇用確保支援

　地域未来投資促進法に基づく事業計画の承認を受けることにより、課税の特例など各種優遇措置を受けられる可
能性があります。
　具体的には、市町村・県が作成した基本計画（宮城県基本計画など）に基づき、（１）地域の特性を活用し、（２）高
い付加価値を創出し、（３）地域の事業者に対する経済効果がある事業を、県が承認します。

　
●法人税の課税の特例　地域の強みを活かした先進的な事業に必要な設備投資について、法人税を減税。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【適用期限：令和6年度末まで】

※ 対象資産の取得価額の合計額のうち、本税制措置の対象となる金額は80億円が
限度となります。
税額控除は、その事業年度の法人税額等の20％相当額が限度となります。
対象資産を貸付けの用に供する場合や中古の対象資産の取得は、本税制優遇の
対象となりません。
地域経済牽引事業計画の承認後であっても、主務大臣の確認前に対象設備を取
得等した場合には、本税制措置の対象となりません。

※ 
※ 

※

 

対象設備 特別償却 税額控除
機械装置・器具備品 40％ 4％

上乗せ要件を満たす場合
中堅企業枠

50％ 5％
50％ 6％

建物・附属設備・構築物 20％ 2％
［要件］

 

　　　　
［上乗せ要件］（平成31年4月1日以降に承認を受けた事業が対象） ※サプライチェーン類型・災害特例の事業は上乗せ要件の対象外

①先進性を有すること（特定非常災害で被災した区域を除く）
  〈通　　常　　類　　型〉
  〈サプライチェーン類型〉

②設備投資額が2,000万円以上
③設備投資額が前年度減価償却費の20％以上
※連結財務諸表を作成する親会社及び連結子会社については連結財務諸表における減価償却費を用いる。
④対象事業の売上高伸び率がゼロを上回り、かつ、過去５年度の対象事業に係る市場規模の伸び率より５％以上
⑤旧計画が終了しており、その労働生産性の伸び率4％以上かつ投資収益率5％以上高いこと
※旧計画とは、新たに課税特例を受けようとする事業者がそれ以前に承認を受けていた地域経済牽引事業計画のことをいう。

•労働生産の伸び率が４％以上又は投資収益が５％以上
•海外への生産拠点の集中の程度が５０％以上の製品製造
•事業を実施する都道府県内の取引額の増加率が５％以上　等

⑥（(ア)又は(イ)と要件⑦を満たすこと）
　(ア)直近事業年度の付加価値額増加率が8％以上
　(イ)対象事業において創出される付加価値額が3億円以上、かつ、事業を実施する企業の前年度と前々年度の平均付加価値額が50億円以上
⑦労働生産性の伸び率5％以上かつ投資収益率5％以上

［中堅企業枠］（令和6年4月1日以降に承認を受けた事業が対象）
上記①～⑦を満たした上で、賃金水準・成長意欲が高い中堅企業であって、「パートナーシップ構築宣言」の登録を受けており、かつ、設備投資額
10億円以上であること

■金融による支援措置
●日本政策金融公庫からの固定金利での融資　等

●固定資産税の減免
　各市町村で取扱いが異なりますので、直接お問い合わせください。

■県独自の融資制度（企業立地に関するもの） ※予算の執行状況等により、貸し出しできない場合があります。

制度名 融資対象 融資要件 利率 融資期間 融資限度額

工業立地促進
資金融資制度 用地取得費

工場適地、農工団地等、工業振
興政策等に適合する立地場所で
あること

1.50％ 15年以内
（うち据置期間２年以内）

５億円（特例10億円）
用地取得費の80％以内

企業立地資金
貸付制度

工場等の建設費
機械設備の取得費

原則として中小企業
新規雇用者３人以上

（発電用施設周辺地域の住民）
1.50％ 15年以内

（うち据置期間２年以内）
５億円（特例10億円）
設備等取得費の80％以内

※取扱銀行等は、県内に本店又は支店を有する銀行、信託銀行及び商工組合中央金庫です。

■企業立地促進のための県税の課税免除等に関する条例
要件等 優遇税制の内容

令和10年3月31日までに宮城県内で以下の対象設備の
新増設を行った法人であること

【対象設備】
■製造事業用の設備で取得価額が１億円以上
■製造事業用の建物を取得すること
■設備の新増設により、雇用者が３人以上増加すること

法 人 事 業 税
対象設備を事業の用に供した日から起算して３年以内に
終了する各事業年度分の事業税（所得割に限る）を免除

不動産取得税 税率を1/2に軽減

県固定資産税 税率を1/2に軽減

県独自の優遇制度等

■規制の特例措置等
●工場立地法に基づく環境施設面積率・緑地面積率の緩和
●農地転用許可等の手続きに関する配慮
●市街化調整区域の開発許可の手続きに関する配慮　等※詳しくは、経済産業省ホームページをご確認ください。

■税制による支援措置


